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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第126期

第２四半期
連結累計期間

第127期
第２四半期
連結累計期間

第126期

会計期間
自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日

自　平成25年４月１日
至　平成25年９月30日

自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日

売上高 (百万円) 944,036 1,089,127 1,897,101

経常利益 (百万円) 13,083 25,631 17,736

四半期(当期)純利益又は
四半期純損失(△)

(百万円) △4,149 20,506 18,896

四半期包括利益又は
包括利益

(百万円) △24,440 62,715 90,386

純資産額 (百万円) 587,605 758,242 697,979

総資産額 (百万円) 2,154,255 2,546,166 2,430,138

１株当たり四半期(当期)純利益
金額又は四半期純損失金額(△)

(円) △2.45 12.09 11.14

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) － 12.09 －

自己資本比率 (％) 25.3 27.8 26.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 41,623 52,270 93,951

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △102,520 △8,099 △135,566

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 92,164 △2,332 177,966

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 181,952 342,377 298,429

　

回次
第126期

第２四半期
連結会計期間

第127期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自　平成24年７月１日
至　平成24年９月30日

自　平成25年７月１日
至　平成25年９月30日

１株当たり四半期純利益金額又は
四半期純損失金額(△)

(円) △1.66 7.04
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(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ていません。

    ２．売上高には、消費税等は含まれていません。

    ３．第126期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を

有している潜在株式がなく、１株当たり四半期純損失であるため記載していません。第126期の潜在株式調

整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式がないため記載していませ

ん。

４．国際会計基準（IAS）第19号「従業員給付」（平成23年６月16日改訂）が、平成25年１月１日以後開始する

連結会計年度から適用されることになったことに伴い、第127期第１四半期連結会計期間より、一部の関係

会社では改訂後のIAS第19号を適用しています。当該会計方針の変更に伴い、第126期第２四半期連結累計期

間及び第126期連結会計年度の関連する主要な経営指標等について当該会計方針の変更を反映した後の数値

を記載しています。

　
２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありませ

ん。

なお、第１四半期連結会計期間より報告セグメントの区分を変更しています。

変更の内容については、「第一部　企業情報　第４　経理の状況　１　四半期連結財務諸表　注記事項

（セグメント情報等）」に記載されているとおりです。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「第一部　企業情報　第

２　事業の状況　４　事業等のリスク」について変更を要する重要事象等は発生していません。

　
２ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。
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３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年９月30日までの６ヶ月間）の業績は、連結

売上高１兆891億円（前年同四半期9,440億円）、営業利益199億円（前年同四半期178億円）、経常利益

256億円（前年同四半期130億円）、四半期純利益205億円（前年同四半期　四半期純損失41億円）となり

ました。

（概況）

当第２四半期連結累計期間においては、米国では株式相場が史上最高値を記録するなど堅調な景気の回

復が見られ、長らく低迷が続いた欧州でも一部でプラス成長に転じ、底入れの兆しが見られました。中

国・インドなどアジア諸国及びその他新興国は、以前に比べ鈍化はみられるものの比較的高い成長率を維

持しています。日本国内は、昨年末からの政府及び日銀の経済政策による円安・株高の進行などに支えら

れ、景況感は徐々に回復してきました。

海運業界においては、一部ドライバルカーは市況回復の兆しが見えましたが、需給ギャップの根本的な

解消には至りませんでした。当社グループは、減速航海の適用範囲を全船種に広げ、燃料消費量削減にグ

ループ一丸となって取り組むなど、コスト削減に努めました。

当第２四半期連結累計期間の売上高は前年同四半期比1,450億円増（15.4％増)となりました。営業利益

は前年同四半期比20億円増加（11.7％増）し、経常利益でも前年同四半期比125億円の増益（95.9％増）

となりました。四半期純損益では損失を計上した前年同四半期に比べ246億円の改善となり、利益を計上

しました。

なお、当第２四半期連結累計期間の為替レートと燃料油価格の前第２四半期連結累計期間からの変動は

以下のとおりです。

　
前第２四半期
(６ヶ月)

当第２四半期
(６ヶ月)

差額

平均為替レート 79.73円/US$  98.03円/US$   18.30 円　円安

平均燃料油価格 US$688.70/MT US$628.66/MT US$60.04 安

　

　

（注）為替レート・消費燃料油価格とも、当社社内値です。
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（セグメント別概況）

当第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年９月30日までの６ヶ月間）のセグメント別

概況は以下のとおりです。

(単位：億円)

　

売上高 営業利益 経常利益

前第２四半期
連結累計期間

当第２四半期
連結累計期間 増減額 増減率

前第２四半期
連結累計期間

当第２四半期
連結累計期間 増減額

前第２四半期
連結累計期間

当第２四半期
連結累計期間 増減額

一
般
貨
物
輸
送
事
業

定期船事業 2,758 3,043 285 10.3% 44 △20 △65 26 △8 △34

航空運送事業 394 420 25 6.5% △18 △44 △25 △24 △48 △24

物流事業 1,788 2,117 329 18.4% 17 20 2 30 30 △0

不定期専用船事業 4,048 4,771 723 17.9% 129 221 91 87 249 161

そ
の
他
事
業

客船事業 179 240 60 33.6% △10 12 23 △11 11 23

不動産業 51 49 △1 △2.6% 18 16 △2 20 19 △1

その他の事業 848 934 86 10.2% △3 △6 △3 1 2 1

(注) 第１四半期連結会計期間より、報告セグメントとして記載する事業セグメントを変更しており、当第２四半期

連結累計期間の比較・分析は、変更後の区分に基づいています。報告セグメントの変更に関する情報は、「第

一部　企業情報　第４　経理の状況　１　四半期連結財務諸表　注記事項（セグメント情報等）」を参照して

ください。

　
＜定期船事業＞

コンテナ船部門は、全般的に荷動きは伸びたものの、相次ぐ新造大型船の竣工と欧州航路への投入、こ

れに伴う他航路での船型大型化により供給過剰が続き、運賃は下落しました。欧州航路を中心に夏場にか

けて運賃修復の機運も見られましたが、運賃水準の大幅な回復には至りませんでした。東西航路ではＧ６

アライアンスを中心に配船合理化を進め、アジア航路では顧客のニーズに合わせて大規模な航路改編を行

いました。コスト面では、不経済船の返船を進める一方で燃費効率の良い新造大型船を投入し、船費や運

航費の削減に注力しました。また、海上ブロードバンド通信を利用して気象・海象等の各種情報をリアル

タイムで取り込み船ごとに最適な運航ルートを選定するなど、効率的な運航の徹底により燃料消費量の削

減に努めました。

ターミナル関連部門の国内外コンテナターミナルの総取扱量は、前年同期比増加しました。

以上の結果、定期船事業全体は、前年同期比増収となったものの、損失を計上しました。

　
＜航空運送事業＞

日本貨物航空㈱は、新規のチャータービジネスを開始するなど、機材の機動的運用と継続的なコスト削

減に努めましたが、長引く日本発航空貨物の荷動き低迷やそれに伴う運賃下落が大きく影響し、前年同期

比で業績は悪化し、損失を計上しました。
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＜物流事業＞

航空貨物は、日本発貨物を中心に取扱量が低調でしたが、国内での業務改革効果もあり、収益性は改善

しました。海上貨物は、販売拡大により取扱量が増加し、仕入環境に改善傾向が見られました。ロジス

ティクスは、米国では比較的堅調に推移しましたが想定した水準には届かず、欧州では景気低迷の影響も

あり、厳しい状況でした。一方、南アジアでのロジスティクス事業は販売が拡大しました。

これらの結果、物流事業全体としては前年同期比増収となり、前年同期と同水準の利益を計上しまし

た。

　

＜不定期専用船事業＞

自動車船部門は、北米の好調な自動車販売等を背景に、完成車輸送台数を前年同期比で着実に伸ばしま

した。当第２四半期には新造船を２隻投入して船隊を整備するとともに、減速航海や効率運航の徹底によ

りコスト削減に努めました。

ドライバルカー部門は、海外の複数船社が経営危機に陥るなど厳しい市況が長く続いていましたが、減

速航海の深度化や中国向けの鉄鋼原料や石炭の荷動き増加等により、当第２四半期にはケープサイズバル

カーを中心にほぼ全船型・全水域で市況が回復に向かいました。

タンカー部門は、シェールガス革命の進展による米国のエネルギー自給率向上等から世界的に原油需要

が減少した一方で新造船の竣工が続き、需給ギャップが拡大し市況は低迷しましたが、当社グループは

VLCCのフリー船を減らすなど、市況変動の影響を受けにくい体制を構築しました。LNG船は堅調な需要に

よる良好な需給バランスを背景に順調に推移しました。海洋事業は、ブラジル沖のFPSO（浮体式海洋石

油・ガス生産貯蔵積出設備）及びドリルシップが順調に稼働しました。

これらの結果、不定期専用船事業全体では、前年同期比で増収、大幅な増益となりました。

　
　

　

　

＜客船事業＞

北米市場のクリスタル・クルーズは、地中海クルーズを中心として全般的に販売が堅調に推移し、前年

同期比で売上高を大きく伸ばしました。また、日本市場の飛鳥クルーズにおいても、夏場の定番クルーズ

を中心に集客は概ね順調でした。客船事業全体では前年同期比で大幅な増収となり、利益を計上しまし

た。
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＜不動産業、その他の事業＞

不動産業は、賃料水準の低下により、前年同期比で若干の減収減益となりました。

その他の事業は、商事業の船舶向け燃料油の売上高が円安の影響で増加しましたが、競争激化等により

利益率は低下しました。コスト削減に努めた結果、その他の事業全体では前年同期比増収となり、経常利

益段階で増益となりました。

　
(2) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、期首残高比439億円増の

3,423億円となりました。

　
当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益320億

円、現金支出を伴わない減価償却費525億円、利息の支払額△93億円等により522億円（前年同四半期416

億円）となりました。

　
投資活動によるキャッシュ・フローは、船舶を中心とする固定資産の取得及び売却等により△80億円

（前年同四半期△1,025億円）となりました。

　
財務活動によるキャッシュ・フローは、△23億円（前年同四半期921億円）となりました。
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(3) 対処すべき課題

　１．中長期的なグループ経営戦略

当第２四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「第一部　企業情報　

第２　事業の状況　３　対処すべき課題　１．中長期的なグループ経営戦略」について変更を要する重

要事象等は発生していません。

 

　

　２．株式会社の支配に関する基本方針

 1) 基本方針の内容の概要

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、CSR経営への強い意識を有するグローバ

ルな総合物流企業グループとして発展することを目指す当社グループの企業理念を理解し、当社グルー

プの企業価値及び株主共同の利益を確保し向上させていくことを可能とする者である必要があると考え

ています。

　当社は、特定の者による株券等の大規模な買付行為であっても、企業価値及び株主共同の利益の確保

及び向上に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。しかし、中には株主の皆

様や取締役会に必要な時間や情報を提供しないもの、当該買付者自身の利益のみを図る濫用的なもの、

又は買付等の条件が当社グループの企業価値及び株主共同の利益を毀損するおそれがあるものがあるこ

とを否定することができません。当社は、このような買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針

の決定を支配する者として不適切と考えます。

　

 2) 基本方針の実現に資する特別な取組みの具体的な内容の概要

① 中期経営計画

当社は、平成23年４月から３ヵ年の中期経営計画“More Than Shipping 2013”において４つの重

点戦略(注)を策定し、アジアの成長を取り込み更なる成長を目指しています。海運・物流業を取り巻

く経営環境の激変に伴い、当社は昨年４月及び７月に同計画の目標数値の修正を行いましたが、重点

戦略に変更はありません。

　

 (注) “More Than Shipping 2013”における４つの重点戦略

１．物流事業を活かして　アジア域内・発着輸送に対応

２．自動車物流・ターミナルを活かして　アジアでの完成車輸送に対応

３．技術力を活かして　より高度なエネルギー輸送に対応

４．世界ネットワークを活かして　海外資源エネルギー輸送に対応

　

② コーポレート・ガバナンス

当社は、経営委員制度の導入と取締役人数の削減、社外取締役２名の選任、取締役の任期の短縮

（１年）といった措置により、経営の透明性向上と、取締役会の活性化及び経営監督機能の強化を

図っています。更に、株主総会招集通知を原則として総会３週間前に発送し、株主の皆様の議案検討

のための時間の確保にも努めています。
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③ 配当方針

当社は、海上運送事業はもとより他の事業の拡充など将来の事業展開と市況の変動に耐えうる内部

留保の水準に留意しつつ、配当性向や業績の見通し等を総合的に勘案し、安定した配当を継続的に実

施していくことを基本方針としています。

　

 3) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止す

るための取組みの具体的な内容の概要

当社は、平成20年６月開催の第121期定時株主総会において「当社株券等の大規模買付等に対する企

業価値及び株主共同の利益の確保及び向上のための対応策」を導入し、更に平成23年６月開催の第124

期定時株主総会においてこれを一部修正のうえ更新（有効期間３年間）しています。その概要は以下の

とおりです。

　

① 株券等の保有又は所有割合が20％以上となる当社株券等の買付等又は公開買付けであって取締役会

の同意を得ないで行われる大規模買付等を対象とします。

　

② 大規模買付者には、大規模買付等に着手する前に、当社に対し意向表明書を提出していただきま

す。それを受けて、取締役会は、大規模買付者に対し、所要の情報を記載した買付説明書を提出す

るよう請求します。

　

③ 取締役会は、大規模買付者より買付説明書の提出を受けたときは、当該大規模買付等に対する対抗

措置の発動の是非等について、社外取締役又は社外有識者合計３名以上で構成される独立委員会に

諮問します。独立委員会は、買付説明書の提出完了日から原則として60日以内に対抗措置の発動勧

告、不発動勧告又はその他の答申を行い、取締役会は、独立委員会の答申を最大限尊重します。

　

④ 取締役会は、

a. 当該大規模買付者を手続を遵守していない者と認めたときは、独立委員会の発動勧告を経たうえ

で、対抗措置の発動を決議することができます。

b. 独立委員会が当該大規模買付者を濫用的買付者と認めて発動勧告をした場合は、原則として株主総

会の決議を経ることなく、対抗措置の発動を決議することができます。

c. 独立委員会が当該大規模買付等は企業価値及び株主共同の利益を著しく毀損するおそれがあると認

めて発動勧告をしたときは、株主総会を招集しその承認を経て、対抗措置の発動を決議することが

できます。

　

⑤ 取締役会は、対抗措置として、新株予約権の株主無償割当てその他独立委員会の意見を踏まえて最

も適切と判断したものを選択します。ただし、新株予約権の発行の場合であっても、一部の新株予

約権者に対する現金交付は行いません。
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 4) 2)及び3)の取組みに関する当社取締役会の判断及びその理由

取締役会は、2)の取組みは当社グループの企業価値及び株主共同の利益の確保及び向上を目的とする

ものであり、また3)の取組みは買収防衛策に関して公表されている指針及び報告（経済産業省・法務省

「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」（平成17年５月）及び

企業価値研究会「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」（平成20年６月））の諸原則を

充足している等相当な内容であることから、いずれも、1)で述べた基本方針に沿い、株主共同の利益を

損なうものでなく、また、役員の地位の維持を目的とするものでないと判断しています。

　

　
(4) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間における研究開発費の総額は216百万円です。

なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はあり

ません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 2,983,550,000

計 2,983,550,000

　

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成25年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年11月８日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 1,700,550,988 1,700,550,988
東京、名古屋

各証券取引所(注)
　単元株式数は1,000株です。

計 1,700,550,988 1,700,550,988 － －

(注) 東京、名古屋とも市場第一部に上場しています。

　

(2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成25年９月30日 － 1,700,550,988 － 144,319,833 － 151,691,857

　

EDINET提出書類

日本郵船株式会社(E04235)

四半期報告書

12/31



　

(6)【大株主の状況】

　 　 平成25年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

日本マスタートラスト信託銀行㈱
(信託口)

東京都港区浜松町２-11-３ 122,104 7.18

日本トラスティ・サービス信託銀行
㈱(信託口)

東京都中央区晴海１-８-11 79,227 4.65

日本マスタートラスト信託銀行㈱
(三菱重工業㈱口・退職給付信託口)

東京都港区浜松町２-11-３ 54,717 3.21

東京海上日動火災保険㈱ 東京都千代田区丸の内１-２-１ 39,439 2.31

ザ バンク オブ ニユーヨーク ト
リーテイー ジヤスデツク アカウン
ト(常任代理人　㈱三菱東京UFJ銀
行）

AVENUE DES ARTS, 35 KUNSTLAAN, 1040
BRUSSELS, BELGIUM
(東京都千代田区丸の内２-７-１)
 

37,211 2.18

明治安田生命保険(相)
(常任代理人　資産管理サービス信
託銀行㈱)                       

東京都千代田区丸の内２-１-１
(東京都中央区晴海１-８-12　晴海アイラ
ンドトリトンスクエアオフィスタワーZ
棟）

34,973 2.05

㈱みずほ銀行
(常任代理人　資産管理サービス信
託銀行㈱)

東京都千代田区丸の内１-３-３

(東京都中央区晴海１-８-12　晴海アイラ
ンドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟)

22,867 1.34

　
SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT -
TREATY CLIENTS
(常任代理人　香港上海銀行東京支
店)

338 PITT STREET SYDNEY NSW 2000

AUSTRALIA

(東京都中央区日本橋３-11-１)

18,880 1.11

メロン バンク トリーティー クラ
イアンツ オムニバス　　　　　　
(常任代理人　㈱みずほ銀行決済営
業部)

ONE BOSTON PLACE BOSTON, MA 02108 (東

京都中央区月島４-16-13)
18,319 1.07

ステート ストリート バンク ウェ
スト クライアント トリーティー
(常任代理人　㈱みずほ銀行決済営
業部)

1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA

02171, U.S.A.                      

(東京都中央区月島４-16-13)

16,021 0.94

計 － 443,762 26.09
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(注) ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループから平成25年４月30日付（報告義務発生日は平成25年４月22日）で関東財

務局長に提出された大量保有（変更）報告書により、㈱三菱東京UFJ銀行他共同保有者がそれぞれ以下のとおり

株式を保有している旨の報告を受けていますが、当社として当第２四半期会計期間末における実質所有株式数

の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。

なお、大量保有（変更）報告書の内容は以下のとおりです。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

(千株)
株券等保有割合

(％)

㈱三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内２-７-１ 23,906 1.41

三菱UFJ信託銀行㈱ 東京都千代田区丸の内１-４-５ 70,874 4.17

三菱UFJ投信㈱ 東京都千代田区丸の内１-４-５ 7,024 0.41

三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱ 東京都千代田区丸の内２-５-２ 12,641 0.74

エム・ユー投資顧問㈱ 東京都中央区日本橋室町３-２-15 2,346 0.14

計 － 116,793 6.87
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(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成25年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式    4,396,000 － －

完全議決権株式(その他) 普通株式 1,687,182,000 1,687,182 －

単元未満株式 普通株式    8,972,988 － －

発行済株式総数 1,700,550,988 － －

総株主の議決権 － 1,687,182 －

(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式14,000株（議決権の数14個）が含まれて　

います。

　

②【自己株式等】

平成25年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

日本郵船㈱(注)
東京都千代田区丸の内
２-３-２

4,349,000 － 4,349,000 0.25

日本港運㈱
神戸市中央区海岸通
５-１-３

8,000 － 8,000 0.00

三洋海事㈱
兵庫県尼崎市中在家町　３
-449

15,000 － 15,000 0.00

太平洋汽船㈱
東京都千代田区神田駿河台
４-２-５

24,000 － 24,000 0.00

計 － 4,396,000 － 4,396,000 0.25

(注) 株主名簿上は当社名義となっていますが、実質的に所有していない株式500株（議決権の数０個）があります。

　　　 なお、当該株式数は「① 発行済株式」の「単元未満株式」欄の普通株式に含まれています。　

　

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１． 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成

19年内閣府令第64号）及び「海運企業財務諸表準則」（昭和29年運輸省告示第431号）に基づいて作成し

ています。

　

２． 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（自 平成25年７

月１日 至 平成25年９月30日）及び第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日　至 平成25年９月30

日）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けていま

す。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
  至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
  至 平成25年９月30日)

売上高 944,036 1,089,127

売上原価 840,755 970,014

売上総利益 103,281 119,112

販売費及び一般管理費
※１ 85,402 ※１ 99,140

営業利益 17,879 19,972

営業外収益

受取利息 902 1,204

受取配当金 2,405 2,169

為替差益 － 1,742

持分法による投資利益 2,597 7,382

その他 3,907 4,316

営業外収益合計 9,813 16,814

営業外費用

支払利息 8,563 9,469

為替差損 4,543 －

その他 1,502 1,685

営業外費用合計 14,609 11,155

経常利益 13,083 25,631

特別利益

固定資産売却益 4,847 4,675

投資有価証券売却益 － 3,776

その他 675 971

特別利益合計 5,522 9,423

特別損失

固定資産売却損 656 746

減損損失 － 1,665

投資有価証券評価損 10,438 －

その他 809 626

特別損失合計 11,904 3,038

税金等調整前四半期純利益 6,701 32,016

法人税等 9,406 9,534

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△2,705 22,482

少数株主利益 1,444 1,976

四半期純利益又は四半期純損失（△） △4,149 20,506
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【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
  至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
  至 平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△2,705 22,482

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △7,874 11,671

繰延ヘッジ損益 △1,892 6,832

為替換算調整勘定 △11,720 9,916

在外関係会社の年金債務調整額 28 △68

持分法適用会社に対する持分相当額 5 11,881

持分変動差額 △282 －

その他の包括利益合計 △21,735 40,233

四半期包括利益 △24,440 62,715

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △24,845 59,971

少数株主に係る四半期包括利益 404 2,744
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(2)【四半期連結貸借対照表】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 176,939 166,287

受取手形及び営業未収入金 222,532 235,258

有価証券 127,042 180,047

たな卸資産
※１ 64,603 ※１ 66,790

繰延及び前払費用 60,353 69,909

繰延税金資産 4,872 4,924

その他 81,140 106,726

貸倒引当金 △2,437 △2,414

流動資産合計 735,047 827,529

固定資産

有形固定資産

船舶（純額） 900,342 922,333

建物及び構築物（純額） 73,926 76,222

航空機（純額） 22,651 21,994

機械装置及び運搬具（純額） 33,119 34,794

器具及び備品（純額） 6,203 5,795

土地 64,391 64,328

建設仮勘定 180,138 134,845

その他（純額） 5,652 6,064

有形固定資産合計 1,286,426 1,266,378

無形固定資産

借地権 3,958 4,289

ソフトウエア 7,649 7,546

のれん 23,173 23,552

その他 4,226 4,138

無形固定資産合計 39,008 39,526

投資その他の資産

投資有価証券 251,891 296,996

長期貸付金 17,857 18,394

繰延税金資産 6,613 7,454

その他 96,249 92,832

貸倒引当金 △3,579 △3,694

投資その他の資産合計 369,033 411,984

固定資産合計 1,694,468 1,717,890

繰延資産 622 747

資産合計 2,430,138 2,546,166
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金 180,680 194,621

1年内償還予定の社債 － 50,000

短期借入金 127,013 129,817

未払法人税等 5,469 6,867

繰延税金負債 6,578 7,464

前受金 53,515 58,448

賞与引当金 7,105 7,528

役員賞与引当金 314 270

独禁法関連引当金 1,632 194

その他 71,892 70,854

流動負債合計 454,201 526,067

固定負債

社債 245,445 235,445

長期借入金 911,920 884,482

繰延税金負債 33,657 39,124

退職給付引当金 16,189 16,394

役員退職慰労引当金 1,983 1,649

特別修繕引当金 16,707 16,641

その他 52,053 68,119

固定負債合計 1,277,957 1,261,856

負債合計 1,732,158 1,787,923

純資産の部

株主資本

資本金 144,319 144,319

資本剰余金 155,619 155,618

利益剰余金 401,561 419,059

自己株式 △1,998 △2,009

株主資本合計 699,502 716,988

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 30,050 41,847

繰延ヘッジ損益 △34,705 △24,533

為替換算調整勘定 △43,423 △26,152

在外関係会社の年金債務調整額 △933 △981

その他の包括利益累計額合計 △49,011 △9,821

少数株主持分 47,488 51,075

純資産合計 697,979 758,242

負債純資産合計 2,430,138 2,546,166
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
  至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
  至 平成25年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 6,701 32,016

減価償却費 46,611 52,599

減損損失 － 1,665

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） △4,101 △3,781

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） 10 △3,773

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 10,511 －

持分法による投資損益（△は益） △2,597 △7,382

受取利息及び受取配当金 △3,308 △3,373

支払利息 8,563 9,469

為替差損益（△は益） △963 △702

売上債権の増減額（△は増加） △3,082 △6,520

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,990 △1,867

仕入債務の増減額（△は減少） △169 9,135

その他 △9,995 △15,081

小計 51,171 62,404

利息及び配当金の受取額 4,726 6,927

利息の支払額 △8,406 △9,323

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △5,868 △7,738

営業活動によるキャッシュ・フロー 41,623 52,270

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △33 △93

有価証券の売却による収入 261 90

有形及び無形固定資産の取得による支出 △168,230 △99,969

有形及び無形固定資産の売却による収入 74,706 93,157

投資有価証券の取得による支出 △7,998 △14,534

投資有価証券の売却による収入 363 9,882

貸付けによる支出 △548 △4,972

貸付金の回収による収入 1,033 6,573

その他 △2,074 1,767

投資活動によるキャッシュ・フロー △102,520 △8,099
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
  至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
  至 平成25年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,331 △3,994

長期借入れによる収入 130,792 24,649

長期借入金の返済による支出 △46,036 △57,864

社債の発行による収入 39,797 39,812

社債の償還による支出 △30,000 －

自己株式の取得による支出 △7 △15

自己株式の売却による収入 1 2

配当金の支払額 △3,392 △3,392

少数株主への配当金の支払額 △692 △667

その他 △629 △861

財務活動によるキャッシュ・フロー 92,164 △2,332

現金及び現金同等物に係る換算差額 △582 2,106

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 30,685 43,946

現金及び現金同等物の期首残高 151,336 298,429

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

△162 314

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

92 －

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物
の期首残高増減額(△は減少)

－ △312

現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 181,952 ※１ 342,377
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【注記事項】

　
(会計方針の変更等)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日　至 平成25年９月30日)

（会計方針の変更）

国際会計基準（IAS）第19号「従業員給付」（平成23年６月16日改訂）が、平成25年１月１日以後開始する連

結会計年度から適用されることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間より、一部の関係会社では改訂後

のIAS第19号を適用しています。当該会計方針の変更に伴い、前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度に

ついては遡及適用後の四半期連結財務諸表及び連結財務諸表となっています。

　なお、前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度における当該遡及適用による影響は軽微です。

　
(四半期連結損益計算書関係)

※１．販売費及び一般管理費のうち主要なものは次のとおりです。

　

　
前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

従業員給与 31,289百万円 36,969百万円

　 　 　

　

(四半期連結貸借対照表関係)

※１．たな卸資産の内訳

　

　
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成25年９月30日)

商品及び製品 2,487百万円 2,660百万円

仕掛品 423 〃 513 〃

原材料及び貯蔵品 61,692 〃 63,616 〃
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 ２．偶発債務

(1) 保証債務等

　連結会社（当社及び連結子会社）以外の会社の金融機関からの借入れ等に対し、債務保証等を行っ

ています。

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

　
当第２四半期連結会計期間

(平成25年９月30日)

PE WHEATSTONE PTY LTD 36,379百万円

NYK ARMATEUR S.A.S. 32,585 〃

TUPI NORDESTE S.A R.L. 16,420 〃

TATA NYK SHIPPING PTE.
LTD.

8,898 〃

YEBISU SHIPPING LTD. 5,869 〃

OJV CAYMAN 5 LTD. 5,266 〃

OJV CAYMAN 1 LTD. 4,183 〃

ROLF LOGISTIC LLC 3,726 〃

ETESCO DRILLING
SERVICES, LLC

3,720 〃

PENINSULA LNG TRANSPORT
NO.1 LTD.

3,112 〃

PENINSULA LNG TRANSPORT
NO.3 LTD.

3,071 〃

PENINSULA LNG TRANSPORT
NO.2 LTD.

3,025 〃

INDIA LNG TRANSPORT
COMPANY (NO.1) LTD.
及び (NO.2) LTD.

2,664 〃

CAMARTINA SHIPPING INC. 2,655 〃

UNITED 　EUROPEAN 　　　
CAR CARRIERS B.V.

2,059 〃

飛島コンテナ埠頭㈱ 1,581 〃

LNG EAST-WEST SHIPPING
COMPANY (SINGAPORE)
PTE.LTD.

1,480 〃

J5 NAKILAT NO.1 LTD. 1,378 〃

J5 NAKILAT NO.3 LTD. 1,359 〃

J5 NAKILAT NO.4 LTD. 1,328 〃

J5 NAKILAT NO.7 LTD. 1,328 〃

J5 NAKILAT NO.6 LTD. 1,325 〃

J5 NAKILAT NO.8 LTD. 1,306 〃

J5 NAKILAT NO.2 LTD. 1,299 〃

J5 NAKILAT NO.5 LTD. 1,272 〃

OJV CAYMAN 3 LTD. 1,128 〃

PENINSULA LNG TRANSPORT
NO.4 LTD.

1,082 〃

船舶保有・貸渡関係会社
等　(６社)

18,623 〃

従業員 983 〃

その他36社 6,726 〃

　計 175,844百万円

　 PE WHEATSTONE PTY LTD 37,671百万円

NYK ARMATEUR S.A.S. 35,683 〃

TATA NYK SHIPPING PTE.
LTD.

8,799 〃

YEBISU SHIPPING LTD. 6,041 〃

OJV CAYMAN 5 LTD. 5,129 〃

OJV CAYMAN 1 LTD. 4,005 〃

ETESCO DRILLING
SERVICES, LLC

3,866 〃

ROLF LOGISTIC LLC 3,613 〃

PENINSULA LNG TRANSPORT
NO.1 LTD.

3,079 〃

PENINSULA LNG TRANSPORT
NO.3 LTD.

3,043 〃

PENINSULA LNG TRANSPORT
NO.2 LTD.

2,995 〃

INDIA LNG TRANSPORT
COMPANY (NO.1) LTD.
及び (NO.2) LTD.

2,592 〃

CAMARTINA SHIPPING INC. 2,538 〃

UNITED 　EUROPEAN 　　　
CAR CARRIERS B.V.

2,186 〃

飛島コンテナ埠頭㈱ 1,497 〃

LNG EAST-WEST SHIPPING
COMPANY (SINGAPORE)
PTE.LTD.

1,480 〃

J5 NAKILAT NO.3 LTD. 1,243 〃

J5 NAKILAT NO.1 LTD. 1,241 〃

J5 NAKILAT NO.7 LTD. 1,213 〃

J5 NAKILAT NO.6 LTD. 1,203 〃

J5 NAKILAT NO.4 LTD. 1,199 〃

J5 NAKILAT NO.8 LTD. 1,185 〃

J5 NAKILAT NO.2 LTD. 1,180 〃

J5 NAKILAT NO.5 LTD. 1,171 〃

PENINSULA LNG TRANSPORT
NO.4 LTD.

1,082 〃

OJV CAYMAN 3 LTD. 1,067 〃

船舶保有・貸渡関係会社等
（５社）

17,665 〃

従業員 878 〃

その他33社 8,325 〃

　計 162,885百万円

　

　複数の保証人がいる連帯保証については、当社及び連結子会社の負担となる金額を記載していま

す。
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(2) (前連結会計年度)

連結子会社が船舶に関して締結しているオペレーティング・リース契約の一部には残価保証の条項

が含まれています。残価保証による潜在的な最大支払額は36,580百万円であり、当該オペレーティン

グ・リース契約の購入選択権を行使せずにリース資産を返却することを選択した場合に支払いを実行

する可能性があります。当該オぺレーティング・リース契約は平成33年６月までの間に終了します。

(当第２四半期連結会計期間)

連結子会社が船舶に関して締結しているオペレーティング・リース契約の一部には残価保証の条項

が含まれています。残価保証による潜在的な最大支払額は57,226百万円であり、当該オペレーティン

グ・リース契約の購入選択権を行使せずにリース資産を返却することを選択した場合に支払いを実行

する可能性があります。当該オぺレーティング・リース契約は平成33年６月までの間に終了します。

　

(3) (前連結会計年度)

当社及び連結子会社である日本貨物航空㈱が航空機に関して締結しているオペレーティング・リー

ス契約の一部には、残価保証の条項が含まれています。残価保証による潜在的な最大支払額は32,476

百万円であり、リース期間終了後に当該リース資産を返却することを選択した場合に支払いを実行す

る可能性があります。当該オペレーティング・リース契約は平成35年３月までの間に終了します。

(当第２四半期連結会計期間)

当社及び連結子会社である日本貨物航空㈱が航空機に関して締結しているオペレーティング・リー

ス契約の一部には、残価保証の条項が含まれています。残価保証による潜在的な最大支払額は30,694

百万円であり、リース期間終了後に当該リース資産を返却することを選択した場合に支払いを実行す

る可能性があります。当該オペレーティング・リース契約は平成35年３月までの間に終了します。

　

(4) 連結子会社である日本貨物航空㈱は、航空貨物輸送に関わる価格カルテル等に関連して、米国にお

いて、請求金額を特定しないまま損害賠償請求訴訟（集団訴訟）を提起されています。

　集団訴訟の結果については、日本貨物航空㈱の経営成績に影響を及ぼす可能性がありますが、その

結果を合理的に予測することは困難です。なお、前連結会計年度からの変動はありません。
　

　

(5) 連結子会社である郵船ロジスティクス㈱は、国際航空貨物利用運送サービスに係る米国反トラスト

法違反に関連して、米国において国際航空運送事業者60社超とともに請求金額を特定しないまま損害

賠償請求訴訟（集団訴訟）を提起されています。

　集団訴訟の結果については、郵船ロジスティクス㈱の経営成績に影響を及ぼす可能性があります

が、その結果を合理的に予測することは困難です。なお、前連結会計年度からの変動はありません。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

は、次のとおりです。

　
前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

現金及び預金勘定 112,084百万円 166,287百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △5,131 〃 △3,909 〃

取得日から３ヶ月以内に
償還期限の到来する譲渡性預金
(有価証券勘定)

75,000 〃 180,000　〃

現金及び現金同等物 181,952百万円 342,377百万円

　
　

(株主資本等関係)

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間(自　平成24年４月１日　至　平成24年９月30日)

　
１．配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成24年６月20日
定時株主総会

普通株式 3,392 利益剰余金 2 平成24年３月31日 平成24年６月21日

　

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間末後となるもの

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成24年10月31日
取締役会

普通株式 3,392 利益剰余金 2 平成24年９月30日 平成24年11月20日

　
Ⅱ　当第２四半期連結累計期間(自　平成25年４月１日　至　平成25年９月30日)

　
１．配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成25年６月25日
定時株主総会

普通株式 3,392 利益剰余金 2 平成25年３月31日 平成25年６月26日

　

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間末後となるもの

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成25年10月31日
取締役会

普通株式 3,392 利益剰余金 2 平成25年９月30日 平成25年11月25日
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

　

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間(自　平成24年４月１日　至　平成24年９月30日)

　
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

　 一般貨物輸送事業
不定期

専用船

事業

その他事業

計
調整額

（注１）

四半期連結

損益計算書

計上額

（注２）
　

定期船　

事業

航空運送

事業
物流事業 客船事業 不動産業

その他

の事業

　売上高 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に

　　　対する売上高
268,015 36,078 177,401 404,387 17,997 4,353 35,802 944,036 － 944,036

　(2) セグメント間

　　　の内部売上高

　　　又は振替高

7,805 3,377 1,479 433 － 769 49,023 62,889 △62,889 －

計 275,821 39,456 178,881 404,820 17,997 5,122 84,826 1,006,926 △62,889 944,036

　セグメント利益

　又は損失(△)
2,605 △2,410 3,065 8,786 △1,171 2,073 127 13,077 5 13,083

(注) １．セグメント利益又は損失の調整額の内容は、セグメント間取引及び振替高に係る調整です。

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っています。

　
Ⅱ　当第２四半期連結累計期間(自　平成25年４月１日　至　平成25年９月30日)

　
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

　 一般貨物輸送事業
不定期

専用船

事業

その他事業

計
調整額

（注１）

四半期連結

損益計算書

計上額

（注２）
　

定期船

事業

航空運送

事業
物流事業 客船事業 不動産業

その他

の事業

　売上高 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に

　　　対する売上高
296,364 38,971 210,083 476,756 24,051 4,316 38,582 1,089,127 － 1,089,127

　(2) セグメント間

　　　の内部売上高

　　　又は振替高

7,987 3,042 1,704 398 － 670 54,886 68,690 △68,690 －

計 304,351 42,013 211,788 477,155 24,051 4,987 93,469 1,157,817 △68,690 1,089,127

　セグメント利益

　又は損失(△)
△877 △4,814 3,039 24,912 1,156 1,929 279 25,626 5 25,631

(注) １．セグメント利益又は損失の調整額の内容は、セグメント間取引及び振替高に係る調整です。

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っています。

　

２．報告セグメントの変更等に関する事項

　当社グループにおける経営方針並びに組織管理体制の見直しに伴い、第１四半期連結会計期間より、

「ターミナル関連事業」については「定期船事業」に含めて表示する方法に変更し、また、一部の連結

子会社の事業セグメントを「定期船事業」から「不定期専用船事業」に変更しています。

　なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の区分方法に基づき作成しています。
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(１株当たり情報)

　１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりです。

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

(1) １株当たり四半期純利益金額
　　又は四半期純損失金額(△)(円)

△2.45 12.09

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益金額又は四半期純損失金額(△)
　(百万円)

△4,149 20,506

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る四半期純利益金額
　又は四半期純損失金額(△)(百万円)

△4,149 20,506

普通株式の期中平均株式数(千株) 1,696,273 1,696,194

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額(円) － 12.09

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益調整額(百万円) － －

普通株式増加数(千株) － 572

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式に
ついて前連結会計年度末から重要な変動がある場合の
概要

―――――――
 

―――――――
 

(注) 前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している

潜在株式がなく、１株当たり四半期純損失であるため記載していません。

　

　
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

　

２ 【その他】

(1) 平成25年10月31日に開催された取締役会において、第127期の中間配当に関し次のとおり決議しまし

た。

① 中間配当金の総額 3,392百万円

② １株当たりの金額 ２円

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成25年11月25日
　

　

(注) 当社定款第50条の規定に基づき、平成25年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質

権者に対し、支払いを行います。
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(2) 当社及び米国連結子会社１社は、平成24年９月より自動車、車両系建設機械等の貨物運送に関して独

占禁止法違反の疑いがあるとして、日米の当局によりそれぞれ調査を受けています。また欧州当局から

質問状を受領しており、これらの調査に全面的に協力しています。

   また、当社及び一部の子会社は、完成自動車車両の海上輸送について、主要自動車船社と共同して運

賃を設定したとして、損害賠償及び差し止め等を求める集団民事訴訟を、米国その他の地域にて提起さ

れていますが、現時点ではこれらの調査・訴訟の結果を合理的に予測することは困難です。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　小　　野　　敏　　幸　　印

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　五 十 嵐　　  徹　印　　　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　野　　田　　智　　也　　印

独立監査人の四半期レビュー報告書
　

　
平成25年11月６日

日本郵船株式会社

取締役会　御中

　

　

　

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日
本郵船株式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間
（平成25年７月１日から平成25年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成
25年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計
算書、四半期連結貸借対照表、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを
行った。
　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。
　

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半
期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され
た手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本郵船株式会社及び連結子会社の平成25
年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ
シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ
た。
　

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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